
議案第１号 第２条 埼玉西部消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

（初任給、昇格、昇給等の基準） （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第４条 （略）  第４条 （略）  

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 次に掲げる職員の第６項の規定による昇給は、前項の規

定にかかわらず、第６項に規定する期間における当該職員

の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇

給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で

定める基準に従い決定するものとする。 

８ 職員が５５歳に達した日後最初の４月１日以後における

第６項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第

６項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良

好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給

の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決

定するものとする。 

⑴ ５５歳に達した日以後最初の３月３１日を経過した職

員（次号に掲げる職員を除く。） 

 

⑵ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上

であるもの 

 

９～１２ （略） ９～１２ （略） 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１３条 （略）  第１３条 （略）  

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条にお

いて「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は

料金（以下この条において「運賃等」という。）を負担

することを常例とする職員（交通機関等を利用しなけれ

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項及び

次項において「交通機関等」という。）を利用してその

運賃又は料金（以下この項及び次項において「運賃等」

という。）を負担することを常例とする職員（交通機関



ば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である

もの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職

員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除

く。） 

 ⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則

で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間

の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この条に

おいて「運賃等相当額」という。） 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則

で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間

の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この号に

おいて「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相

当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下この号

及び第３号において「１月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期間

につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて

得た額（当該職員が２以上の交通機関等を利用するもの

として当該運賃等の額を算出する場合において、１月当

たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超える

ときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち

最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、６

６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の

区分に応じて規則で定める額（定年前再任用短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

⑵ 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に

定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗



規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規

則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

じて得た額を減じた額） 

 ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距

離」という。）が片道５キロメートル未満である職員 

  ２，０００円 

 イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメート

ル未満である職員 ４，２００円 

 ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメー

トル未満である職員 ７，３００円 

 エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメー

トル未満である職員 １０，４００円 

 オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメー

トル未満である職員 １３，５００円 

 カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメー

トル未満である職員 １６，６００円 

 キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメー

トル未満である職員 １９，７００円 

 ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメー

トル未満である職員 ２２，８００円 

 ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメー

トル未満である職員 ２５，９００円 

 コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメー



トル未満である職員 ２９，１００円 

 サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメー

トル未満である職員 ３２，３００円 

 シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメー

トル未満である職員 ３５，５００円 

 ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 

３８，７００円 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応

じ、前２号に定める額、第１号に定める額又は前号に定

める額 

⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応

じ、前２号に定める額（１月当たりの運賃等相当額及び

前号に定める額の合計額が５５，０００円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も

長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単

位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は

前号に定める額 

３ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（交通機関等が２以上ある場合においては、その合計額）

及び前項第２号に定める額の合計額が１５０，０００円を

超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支

給単位期間につき、１５０，０００円に当該支給単位期間

の月数を乗じて得た額とする。 

 



４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２３条 （略）  第２３条 （略）  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．

２５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間におけ

る当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場

合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１０

０分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内

の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２６．２５」とあるの

は「１００分の７１．２５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「１００分の１２５」とあるのは「１

００分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の７２．５」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２６条 （略）  第２６条 （略）  

２ （略） ２ （略） 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の



職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）に

おいて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０６．

２５を乗じて得た額の総額 

職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ

の基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）に

おいて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場

合には１００分の１０５、１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該

定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００

分の５１．２５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該

定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月

に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する

場合には１００分の５２．５を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

 


